
仕　様　書 　（障がい分）　

1 委託業務名
大阪府障がい福祉分野の職員の賃上げ支援事業費補助金の給付に係る審査等業務

2 事業内容
１　目的
障がい福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障がい福祉職員の賃上げに取り組む大阪府内の障がい福祉サービス事業所等の支援を行う。

２　対象事業所
　　大阪府内指定障がいサービス事業所・施設（以下「事業所等」という。）　約21,000事業所

３　交付額
　　各事業所の基準月（※）の障がい福祉サービス等報酬総額に国が定める交付率を乗じた額を送付。
　　※原則令和７年12月とするが、令和８年１月、２月又は３月のいずれかのうち、本事業の対象となる障がい福祉サービス事業所等を運営する障がい福祉サービス事業者等（以下「障がい福祉サービス事業者等」という。）が示す月

４　補助金交付（支払い）時期
　　令和８年３月より随時

５　補助金交付の流れ
1 障がい福祉サービス事業者等が、府に対し、計画書を行政オンラインシステムにて提出（作成の際はExcel形式）する
2 受注者は、計画書の内容を審査し、その結果を府へ提出
3 府は、大阪府国民保険団体連合会（以下「国保連」という。）へ交付対象事業所リストを提出
　　④　国保連は、基準月におけるサービス提供による障がい福祉サービス等報酬総額に基づき補助金額を算定
⑤　国保連から府へ④の情報を提供
⑥　府は、交付決定を行う
⑦　受注者は、交付の決定のあった障がい福祉サービス事業者等に対し、交付決定通知を郵送で送付
⑧　受注者は、国保連から府へ提供のあった④の情報をもとに、銀行振込データを作成。
⑨　府は、支出命令を行う（事業所ごとの登録口座へ補助金支払い）
　　　⑩　障がい福祉サービス事業者等は、府交付要綱に定める変更等があった場合、改めて計画書に記載して府に提出
　　　⑪　交付の決定のあった障がい福祉サービス事業者等が、府へ実績報告書を提出する（作成の際はExcel形式）
　　　⑫　受注者は、実績報告書の内容を審査し、審査結果を府へ提出
⑬　府は補助金額の確定を行う
⑭　受注者は、補助金額の確定を行った障がい福祉サービス事業者等に対し確定通知を作成し、郵送で送付

3 委託期間
契約締結日から令和９年３月31日まで

4 委託業務内容
[bookmark: _Hlk163731892]１  業務実施計画書の提出
受注者は、契約締結後10営業日以内に、業務内容、スケジュール等についての業務実施計画書を府へ提出すること。
２　補助金交付に係る各種手続
（１）補助金の申請書類として事業所から提出される計画書ならびに「暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則」に基づく事業者からの誓約書（以下「暴排誓約書」という。）及び振込口座情報がわかる通帳コピー等について、次の①から⑥の審査を行い、補正が必要であれば障がい福祉サービス事業者等へ依頼や督促をする等、補助金交付のための審査にかかる一切の業務ならびに各種リストの作成及び府への納品を行う。
①　大阪府行政オンラインシステムで受け付けた計画書のデータを取込む。
（府は、令和８年２月から、大阪府行政オンラインシステムにて受付を開始する。）
②　計画書の情報の取込みと受付リストを作成する。(令和８年２月以降順次)
③　補助金申請書類のすべてが提出されているか確認し、不足があれば提出の督促をする。
＜「別紙様式２　計画書　基本情報入力シート」にかかる審査について＞
④　以下の項目について審査する。　
ア．法人名等の基本情報等、計画書の必要事項が全て記入されているか。
　　　イ．「補助金の対象事業所に関する情報」について、国保連に登録されている事業所情報と事業所名、事業所番号、サービス情報等に相違がないか。
　　　ウ．その他府が指示する項目。
＜「別紙様式2-4 （補助金　個票）」にかかる審査について＞
　⑤　以下の項目について審査する。
　　　　 色付きセル欄（交付対象月、振込先の希望、債権譲渡の有無）の項目について記入
されており、オレンジ色付きセルが〇となっているか。
＜「別紙様式2-3 （補助金　総括表）」にかかる審査について＞
⑥　以下の項目について審査する。
　　ア. 補助金の支給要件及び使途の欄について、支給要件、使途の確認項目において色付きセル欄がプルダウンにてチェック又は誓約が選択されており、オレンジ色セルが〇となっているか。
　　イ. 「その他要件を満たすことの確認・誓約等」の欄について、色付きセルがすべてプルダウンにてチェック又は誓約が選択されており、オレンジ色付けセルに○となっているか。
＜暴排誓約書の審査＞
⑦　誓約事項のチェックや提出年月日、所在地、商号又は名称、代表者の氏名、　　　　　　　　　　　代表者の生年月日の記載もれがある場合は、補正を依頼する。
＜審査完了後＞
[bookmark: _Hlk191453953]⑧　審査完了後、国保連へ提出が必要な情報（事業所ごとの事業所番号、サービス種類等）を記載した交付対象事業所リストを作成し、府へ納品する。
⑨　国保連より府へ提出された以下のデータについて、必要に応じて障がい福祉サービス事業者等へ確認を行う。
　（a）「債権譲渡リスト」と障がい福祉サービス事業者等より提出があった計画書を突合し、リストに記載がないにも関わらず計画書上では債権譲渡等となっている、又はリストに記載があるにもかかわらず計画書上では債権譲渡等となっていない場合には、障がい福祉サービス事業者等へ確認を行い、必要に応じ補正する。
　（b）「交付対象外事業所リスト」及び「交付対象事業所リストチェックエラーリスト」に記載がある事業所について、加算の取得状況等を障がい福祉サービス事業者等へ確認し、必要に応じ補正する。
（c）その他、府が指示する事項。
⑩　国保連より府へ提出された事業所ごとの補助金額及び振込口座情報が記載されたデータ及び「債権譲渡リスト」をもとに、補助金振込のためのデータとして、補助金額と口座情報を記載したリスト（補助金振込用リスト）を作成し、府へ納品する。なお、補助金振込用リストは次のアからウを満たすこと。
[bookmark: _Hlk193895371]　　　ア．イ以外の障がい福祉サービス事業者等については、国保連から提供のあった事業所ごとの補助金額と口座情報を記載
イ.提出された計画書に債権譲渡等との記載がある障がい福祉サービス事業者等については、国保連から提供のあった事業所ごとの補助金額と計画書（「別紙様式2-5（受取り口座）」）に記載された口座情報を記載
ウ．その他必要となる情報
⑪　その他、補助金交付審査における府が指示する事項
(２)　審査が完了し、交付の決定のあった障がい福祉サービス事業者等に対して、圧着葉書にて交付決定通知を郵送で送付する。また、宛所不明で返送された場合は、障がい福祉サービス事業者等に住所確認を行い、再送対応を行う。(令和８年３月以降随時)
(３)　障がい福祉サービス事業者等から提出される実績報告書の内容審査及び補正が必要であれば障がい福祉サービス事業者等への依頼や督促をする等、実績報告書の審査に必要な一切の業務ならびに各種リストを作成し府へ納品する。
[bookmark: _Hlk160702640]①　大阪府行政オンラインシステムで受け付けた実績報告書のデータを取込む。
（実績報告書の受付開始以降随時取り込みを行うこと。）
②　実績報告書の情報の取込みと、受付リストを作成する。
③　実績報告書の記載内容について、以下のアからエのとおり記載されているか確認する。
　　　ア．法人名等の基本情報等、実績報告書の必要事項が全て記入されているか。
　　　イ．要件の欄が全て「○」になっているか。
　　　ウ．補助金額は、府から支給した補助金額が記入されているか。
　　　エ. 補助額全額を賃金改善経費に充てているか。
　　　オ. 計画書提出時に加算取得の誓約を行った障がい福祉サービス事業所等については、加算取得状況の確認を行う。
　　　カ．その他、府が指示する項目
④　実績報告書の記載内容に誤りや記載漏れがあった場合、補正対応をする。　
⑤　補助金を交付しているにもかかわらず、実績報告書の提出がない障がい福祉サービス事業者等へ提出を督促する。
⑥　実績報告書の補正を督促しても応じず、補正が完了しない、又は、実績報告書の提出を督促しても提出がない障がい福祉サービス事業者等に対しては、必要に応じて訪問し督促を行う。
[bookmark: _Hlk191454456]⑦　審査が完了した障がい福祉サービス事業者等のリストを作成し、府へ納品する。なお、本事業は、人件費の改善を補助する事業であることから、府へ納品するリストは次のとおり、障がい福祉サービス事業者等ごとにどの経費に充当しているかその別がわかる一覧を作成すること。
　　（一覧に必要な情報）
　　　　・法人名
・事業所名
・事業所番号
・サービス種別
・補助金を充当した内容

[bookmark: _Hlk191561387]（４）審査が完了した障がい福祉サービス事業者等に対して、補助金額の確定通知を郵送で随時送付する。また、宛所不明で返送された場合は、障がい福祉サービス事業者等に住所確認を行い、再送対応を（令和９年３月末まで）

３　コールセンター業務
本事業に関する障がい福祉サービス事業者等からの電話及びメールの問い合わせに対応する。
（１）設置期間及び受付時間
ア　契約締結日から令和９年３月31日まで開設すること。
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日を除く。
イ　受付時間は、午前９時から午後６時までとすること。
受付時間外及びコールセンター閉鎖後の対応について、時間外あるいは閉鎖した旨を案内する音声アナウンスを流すこと。
（２）電話対応
ア　本補助金の申請・交付に必要な様式の記入方法や受付審査状況に関する問い合わせ等、本補助金の審査・交付に関する一切の問い合わせに対し、適切に対応すること。
　　　　イ　障がい福祉サービス事業者等からの問い合わせ等に適切に対応するに必要な電話回線を確保すること。
[bookmark: _Hlk163731919]　　４　業務報告等
　　　(１)コールセンター業務
ア　日次報告（入電件数、応答件数、放棄呼件数、エスカレーション件数、その他）を翌営業日中に提出すること。
イ　月次報告（入電件数、応答率、平均対応時間、解決率、その他）を翌月５営業日までに提出すること。
　　　(２)その他業務について
　　　　　・月次報告(審査状況、処理件数、その他)を翌月５営業日までに提出すること。
　　　　　・その他報告
　　　　　　受注者は、補助金の申請や交付にかかる事業所数や補助金額の実績、日々の審査進捗状況等について、府がその報告を求めた場合は、速やかに提出すること。





五　体制
１　人員体制
(１)「四 委託業務内容」の業務内容全般を統括する、統括責任者を１名置き、次の各業務を統括する業務マネージャーを配置することとし、その体制について、契約締結後10営業日以内に府へ提出すること。
　　　　　　・審査、補正等業務
　　　　　　・振込データ作成、振込不能対応業務
[bookmark: _Hlk163731992]　　　　　　・コールセンター業務
　(２)必要に応じ、府と協議の上で人員を増減すること。
　　　
２　作業場所の確保
各業務において、府が場所を指定するもののほか個人情報の取扱を伴う業務については、セキュリティが確保された場所とし、受注者が用意すること。
（１）作業場所は、様式１「作業場所に関する報告書（新規・追加）」によって、府に提出すること。また、本業務継続中に作業場所を追加する場合にも、様式１によって作業開始前までに提出すること。
（２）作業場所を廃止する場合には、様式２「作業場所に関する報告書（廃止）」によって当該作業場所を実際に廃止した後、速やかに提出すること。

六　実績報告
年度ごとの業務完了時より20営業日以内に次の実績報告書等を成果品として提出すること。
なお、データでの提出は、府が指定するファイル形式により提出すること。
· 業務実施計画書に基づく実績報告書
· 審査済申請書
· 申請書及び実績報告書並びに交付決定通知発行、審査、補正状況管理に係る一覧リスト（全委託期間内の処理分）

七　費用に関する要件
本業務に関して発生する施設運営費、設備やシステム等の整備に必要な全ての費用、要員に関する費用については、受注者の負担とする。
障がい福祉サービス事業者等への折り返し対応等による通信費用、本業務に関して発生する郵送料についても、受注者が負担するものとする。
なお、本業務に関して必要となる備品及び消耗品購入費、燃料費、光熱水料等の経費は、府が指定したものを除き、受注者の負担とする。

八　知的財産権等
本業務によって受注者が作成した六の実績報告書の著作権は、無償で府に帰属するものとし、受注者は府に対し、成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。
[bookmark: _Hlk163732262]また、実績報告書に第三者（受注者以外のものをいう。以下同じ）が権利を有する知的財産（著作物、特許等）が含まれる場合には、府が特に使用を指示した場合を除き、当該知的財産を府が無期限で使用するために必要な経費負担及び使用許諾契約等の手続きを受注者の責任において行うものとする。
なお、本業務に関し、府と第三者との間に知的財産権に関する紛争等が生じた場合には、当該紛争の原因がもっぱら府にある場合を除き、受注者の責任及び負担において、一切を処理すること。

九　業務の適正実施に関する事項
１　業務を適正に実施するための事項
· 受注者は、この契約に基づく本業務の遂行に関し知り得た事項について、履行期間中はもちろんのこと履行期間終了後においても、これを他に漏えいし、又は他の目的に利用してはならず、また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるものを遵守しなければならない。
· 受注者は、この業務の履行に関する機密の保持について、退職した従事者に対しても責任を負う。
· 成果品（業務の過程で得られた記録等及びテスト印字や汚損した帳票を含む。）を府の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与又は譲渡してはならない。また、個人情報を含む成果品については、監視カメラ又は人的警備等により厳重なセキュリティが確保できる施設（部屋）で管理するとともに、誤って外部へ流出することが絶対にないよう、施設内で適切に管理し、第三者への漏えいが生じない方法で廃棄すること。
· データファイルについては、暗号化した状態で記録媒体に収録したものを、府が指定する場所において記録媒体を手渡しする。その際に、預り証（様式は任意）を府に対して提出すること。また、記録媒体の搬送に用いる鞄は、施錠可能なものとし、鍵と鞄を同時に搬送しないこと。記録媒体は、納品時に府へ手渡しで返却すること。
· 本業務の遂行のために府が提供した資料・データ等は、本業務以外の目的で使用してはならない。また、これらの資料・データ等は本業務完了前であっても使用する必要がなくなり次第直ちに府に返却すること。
· 受注者が使用するコンピュータに電子データとして保存された情報等、返却が困難であるものについては、上記の規定に関わらず、業務後に完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対にないようにすること。また、府が別途指定する様式によって、情報等を確実に廃棄したことを報告すること。
２　その他
本業務は、一連の関連事務連絡、資料等に記載された内容を熟知した上で実施すること。また、本仕様書に定めのない事項については、受注者と府が双方協議して定めるものとする。
なお、本業務にかかる協議、打ち合わせ等の必要経費及びその他の経費は全て受注者の負担とする。

十　事業担当
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２－１２
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ
担当：指導グループ
電話：06-6944-6026（直通）
電子メール：seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp













（様式１）

作業場所に関する報告書（新規・追加）

令和　　年　　月　　日

大阪府知事　様

所　 在 　地
名称又は氏名

　下記の委託業務については、個人情報保護及び情報セキュリティを保持する観点から、当社の管理下にある以下の作業場所のみで作業を行う、委託業務にかかわるデータ、マニュアル、仕様書、その他関係するデータ及び文書類を、いかなる形であっても作業場所から外部に持ち出すことはいたしません。
　また、この旨を業務に従事する者に徹底させていることも、併せてご報告します。

記

１　委託業務名
大阪府障がい福祉分野の職員の賃上げ支援事業費補助金の給付に係る審査等業務

２　作業場所


３　作業場所の権利関係
自社所有　　・　　賃貸　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　作業場所における作業従事者の状況
管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　作業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　その他（管理部門等）　　　　　　　　　　人

５　保管庫の状況
　　　場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　構造：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　鍵の管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　報告の種別
　　　新規　・　追加
（様式2）

作業場所に関する報告書（廃止）

令和　　年　　月　　日

大阪府知事　様

所　 在 　地
名称又は氏名


　下記の委託業務に関して申請した作業場所において、廃止したことをご報告します。
　なお、個人情報保護及び情報セキュリティを保持する観点から、作業場所で使用していた、委託業務にかかわるデータ、マニュアル、仕様書、その他関係するデータ及び文書類は、作業場所の廃止とともに、すべて撤去又は大阪府へ引き継いだことも、併せてご報告します。


記


１　委託業務名
大阪府障がい福祉分野の職員の賃上げ支援事業費補助金の給付に係る審査等等業務

２　廃止作業場所


３　廃止年月日
　　　令和　　年　　月　　日
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